
生駒市教育委員会規則第３号 

生駒市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２８年６月２９日 

       生駒市教育委員会教育長  中 田 好 昭    

 

   生駒市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 生駒市体育施設条例施行規則（平成元年１２月生駒市教育委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

     

  

 

 

 

 

    

別表中「生駒市生駒北スポーツセンター野球場」 を 
「 生駒市生駒北スポーツセ 

生駒市北大和グラウンド 

ンター野球場 

 」 
に、「生駒市生駒北スポーツセンターグラウンド」を 

「 生駒市生 

生駒市北 

駒北スポーツセンターグラウンド 

大和野球場          」 
に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 


